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【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
対 象 の 中 枢 神 経 系 間 質 、 脳 間 質 お よ び ／ ま た は 脊 髄 間 質 へ の 組 成 物 の 送 達 の 改 善 に お け る  
使 用 の た め の 高 張 液 で あ っ て 、 前 記 使 用 が 、
（ １ ） グ リ ン パ テ ィ ッ ク 系 の 流 入 を 増 強 す る こ と ； お よ び
（ ２ ） 中 枢 神 経 系 間 質 、 脳 間 質 お よ び ／ ま た は 脊 髄 間 質 に 前 記 組 成 物 を 送 達 す る こ と
を 含 み 、 グ リ ン パ テ ィ ッ ク 系 の 流 入 を 増 強 す る こ と が 、 対 象 の 血 漿 に 高 張 液 を 投 与 す る こ  
と を 含 む 、 高 張 液 。
【 請 求 項 ２ 】
画 像 化 組 成 物 ま た は 治 療 用 組 成 物 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 ３ 】
対 象 の 神 経 障 害 の 治 療 に お け る 使 用 の た め の 高 張 液 で あ っ て 、 前 記 使 用 が 、
（ １ ） グ リ ン パ テ ィ ッ ク 系 の 流 入 を 増 強 す る こ と ； お よ び
（ ２ ） 中 枢 神 経 系 間 質 、 脳 間 質 お よ び ／ ま た は 脊 髄 間 質 に 治 療 用 組 成 物 を 送 達 す る こ と
を 含 み 、 グ リ ン パ テ ィ ッ ク 系 の 流 入 を 増 強 す る こ と が 、 対 象 の 血 漿 に 高 張 液 を 投 与 す る こ  
と を 含 む 、 高 張 液 。
【 請 求 項 ４ 】
Ｎ ａ Ｃ ｌ ま た は マ ン ニ ト ー ル を 含 む 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 ５ 】
組 成 物 、 画 像 化 組 成 物 、 ま た は 治 療 用 組 成 物 が 、 大 槽 内 ま た は 髄 腔 内 に 送 達 さ れ る 、 請 求  
項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 ６ 】
組 成 物 、 画 像 化 組 成 物 、 ま た は 治 療 用 組 成 物 が 、 グ リ ン パ テ ィ ッ ク 系 の 流 入 が 増 強 さ れ る  
の と ほ ぼ 同 時 に ま た は そ の 後 に 送 達 さ れ る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 高 張 液
。
【 請 求 項 ７ 】
組 成 物 、 画 像 化 組 成 物 、 ま た は 治 療 用 組 成 物 が 、 小 分 子 、 ウ イ ル ス 、 大 分 子 、 ペ プ チ ド 、  
抗 体 、 核 酸 、 ま た は そ れ ら の 生 物 学 的 に 活 性 な 断 片 を 含 む 、 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 一 項  
に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 ８ 】
組 成 物 、 画 像 化 組 成 物 、 ま た は 治 療 用 組 成 物 が 抗 体 を 含 む 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 ９ 】
抗 体 が 、 血 液 脳 関 門 を 横 切 る 輸 送 を 促 進 す る リ ガ ン ド に 結 合 し て い る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の
高 張 液 。
【 請 求 項 １ ０ 】
リ ガ ン ド が 、 Ｂ Ｂ Ｂ 受 容 体 に 特 異 的 に 結 合 す る 、 請 求 項 ９ に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 １ １ 】
抗 体 が 抗 Ａ β 抗 体 で あ る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 １ ２ 】
対 象 が 哺 乳 動 物 で あ る 、 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 １ ３ 】
哺 乳 動 物 が ヒ ト ま た は 非 ヒ ト 霊 長 類 で あ る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 １ ４ 】
哺 乳 動 物 が 治 療 を 必 要 と す る 患 者 で あ り 、 患 者 が 高 齢 者 ま た は 老 齢 者 で あ っ て も よ い 、 請  
求 項 １ ２ に 記 載 の 高 張 液 。
【 請 求 項 １ ５ 】
神 経 障 害 は 、 ニ ュ ー ロ パ チ ー 、 ア ミ ロ イ ド ー シ ス 、 癌 、 眼 疾 患 ま た は 障 害 、 ウ イ ル ス ま た  
は 微 生 物 感 染 、 炎 症 、 虚 血 、 神 経 変 性 疾 患 、 発 作 、 行 動 障 害 、 お よ び リ ソ ソ ー ム 蓄 積 症 か  
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ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 ３ ～ １ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 高 張 液 。
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